
社団法人日本歯科医師会役員報酬、退職慰労金支給規則 
第１章 総則 

第１条 この規則は、社団法人日本歯科医師会定款（以下「定款」という。）第２９条の規

定に基づき、本会役員に対する報酬及び退職慰労金の支給基準を設け、その適切な運用

を図るため、これを定める。 
第２条 この規則により報酬及び退職慰労金の支給を受ける者は、定款第２２条に規定す

る役員とする。 
第２章 報酬 

第３条 この規則に定める報酬とは、役員の在任期間中その職務に対する報酬、及び賞与

をいう。 
第４条 報酬について必要な事項は、役員報酬算定審議会の議を経て理事会が決める。 
２ 役員報酬算定審議会（以下「審議会」という。）は、委員５名をもって構成するものと

し、代議員会の承認を経て会長が委嘱する。 
３ 審議会委員の任期は３年とし、その委嘱した会長の在任期間とする。 

第３章 退職慰労金 
第５条 役員に支給する退職慰労金は、この規則の定めるところにより算出した金額とす

る。 
第６条 退職慰労金は、次の各号に該当するものに対して支給する。 
一 任期を満了し、退任した者 
二 在任中死亡した者 
三 辞任届を提出し受理された者 
２ 任期を満了し、引き続いて役員として選任された者に対しては、その者について前項

のいずれかに該当するまで退職慰労金は支給しない。 
第７条 支給額は年度別、役職別に定めた次の定額表にもとづき、支給を受ける者の各年

度の役職に応じた下記の定額の合算額とする。ただし、年度中途に就・退任した場合は、

１年未満の在任月数を１２で除した数をその年度別、役職別定額に乗じた後、合算する

ものとする。 
定額表                                          （単位 万円） 

○ 昭和５３年度 昭和５４年度 昭和５５年度 昭和５６年度 昭和５７年度 平成３年度 

会長職 ２３０ ２３０ ２７０ ２８５ ２８５ ３００ 

副会長職 ２１０ ２１０ ２５０ ２６５ ２６５ ２８０ 

専務理事職 ３２０ ３２０ ３６０ ３７５ ３７５ ３９０ 

常務理事職 ２００ ２００ ２４０ ２５５ ２５５ ２７０ 

理事職 ５０ ５０ ９０ １００ １００ １１０ 

常務監事職 ２００ ２００ ２４０ ２５５ ２５５ ２７０ 

監事職 ５０ ５０ ９０ １００ １００ １１０ 
２ 前項の定額表において、昭和５８年度から平成２年度までについては昭和５７年度の

定額を適用し、平成４年度以降については改正がない限り平成３年度の定額を自動的に

継続するものとする。 



３ ２期以上継続して役員に就任した者には前２項により算出した合算額の１００分の１

０に相当する金額を加算する。 
第４章 雑則 

第８条 この規則の改廃は、代議員会の議決によるものとする。 
第９条 この規則は、昭和５１年９月１４日より施行し、昭和５１年４月１日より適用す

る。 
附 則 

この規則は、昭和５２年４月１日より施行する。 
附 則 

この規則は、昭和５３年４月１日より施行する。 
附 則 

この規則は第１１次改正定款施行の日（昭和５５年６月３日）から施行する。ただし、

第４条第３項の任期の始期は昭和５７年４月１日から、第７条の規定は昭和５５年４月１

日から適用するものとする。 
附 則 

１ この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。ただし第７条第２項の規定は、昭和

５５年３月３１日に任期を満了した役員で、翌４月１日から引き続いて役員に就任した

者から適用する。 
２ 削除 
３ 削除 

附 則 
この規則は、昭和５６年９月２５日から施行する。 
附 則 

この規則は、昭和５７年９月１７日から施行し、昭和５７年４月１日より適用する。 
附 則 

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 



 
社団法人日本歯科医師会役員報酬支給規程 

第１条 この規程は、社団法人日本歯科医師会定款第２９条及び社団法人日本歯科医師会

役員報酬、退職慰労金支給規則（以下「報酬等支給規則」という。）第４条の規定に基づ

きこれを定める。 
第２条 役員報酬は、次の区分により支給する。 
一 会長    月額 ５２５，０００円 
二 副会長   月額 ３９９，０００円 
三 専務理事  月額 ７８７，５００円 
四 常務理事  月額 ３９９，０００円 
五 理事    月額 １３６，５００円 
六 常務監事  月額 ３９９，０００円 
七 監事    月額 １３６，５００円 
第３条 役員には、家族手当、時間外執務手当、休日執務手当及び役付手当は支給しない。

ただし通勤に要する費用、その他特別な事由により要した実費は支給する。 
第４条 役員に対する賞与は予算の定めるところにより、６月及び１２月に夫々支給する

ものとする。 
第５条 役員が業務のため出張するときは、別に定める社団法人日本歯科医師会旅費規則

に規定する旅費を支給する。 
第６条 役員が長期間欠勤したときの処遇は、理事会の議を経て会長が決める。 
第７条 この規程の改廃は、役員報酬支給規則に規定する役員報酬算定審議会の議を経て

理事会が決める。 
附 則 

１ この規程は、昭和５１年１０月２０日より施行し、昭和５１年４月１日より適用する。 
２ この規程施行の日をもって現行社団法人日本歯科医師会役員報酬規程は廃止する。 

附 則 
この規程は、昭和５４年４月１日より施行する。 
附 則 

この規程は、昭和５６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成３年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
 


